
■■くくるるみみんん認認定定、、ププララチチナナくくるるみみんん認認定定のの認認定定基基準準等等がが改改正正

■■新新たたなな認認定定制制度度ももススタターートトししてていいまますす 令令和和４４年年４４月月１１日日～～

○くくるるみみんんのの認認定定基基準準ととママーーククがが改改正正さされれてていいまますす。。
①①男男性性のの育育児児休休業業等等のの取取得得にに関関すするる基基準準がが改改正正さされれてていいまますす。。

男性の育児休業等取得率 ７７％以上 → 令和４年４月1日以降：１１００％以上
男性の育児休業等・育児目的休暇取得率

１１５５％以上 → 令和４年４月1日以降：２２００％以上

②②認認定定基基準準にに、、男男女女のの育育児児休休業業等等取取得得率率等等をを厚厚生生労労働働省省ののウウェェブブ
ササイイトト「「両両立立支支援援ののひひろろばば」」（（３８ページ参照））でで公公表表すするるこことと、、
がが新新たたにに加加わわりりままししたた。。

くるみん認定の認定基準については、９～１５ページをご覧ください。

ポポイインントト１１

○ププララチチナナくくるるみみんんのの特特例例認認定定基基準準がが改改正正さされれてていいまますす。。
①①男男性性のの育育児児休休業業等等のの取取得得にに関関すするる基基準準がが改改正正さされれてていいまますす。。
  男性の育児休業等取得率  １１３３％以上 → 令和４年４月１日以降：３３００％以上

男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
３３００％以上 → 令和４年４月１日以降：５５００％以上

②②女女性性のの継継続続就就業業にに関関すするる基基準準がが改改正正さされれてていいまますす。。
出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、

  子の１歳時点在職者割合   ５５５５％以上 → 令和４年４月１日以降：７７００％以上

プラチナくるみん認定の認定基準については、１７～２１ページをご覧ください。

ポポイインントト４４

ポポイインントト３３ ＜トライくるみんマーク＞

○新新たたにに不不妊妊治治療療とと仕仕事事ととのの両両立立にに関関すするる認認定定制制度度
「「ププララスス」」ががススタターートト！！

  くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんの認定基準に加えて、
不妊治療と仕事との両立に関する「プラス認定基準」を満たすこと
が必要です。
プラス認定基準については、２５～２７ページをご覧ください。

＜新くるみんマーク＞

○新新たたなな認認定定制制度度「「トトラライイくくるるみみんん」」ががススタターートトししてていいまますす。。
認定基準は、改正前のくるみん認定と同じです。
※トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けて
いなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。

トライくるみん認定の認定基準については、２３～２４ページをご覧ください。

ポポイインントト22

＜くるみんプラスマーク＞

「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環
境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、平成１７年４
月１日から施行されています。この法律は平成２６年度末までの時限立法でしたが、法改正に
より法律の有効期限が令和７年３月３１日まで１０年間延長されました。（平成２７年４月１
日施行）

企企業業がが取取りり組組むむこことと
○この法律において、企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」（下記参

照）を策定することとなっており、常常時時雇雇用用すするる労労働働者者がが１１００１１人人以以上上のの企企業業は、この行動計
画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義義務務とされています。（１００人以下
の企業は努力義務）

認認定定・・特特例例認認定定をを申申請請ででききまますす
○企業の自発的な次世代育成支援に関する取組を促すため、行動計画に定めた目標を達成したな

ど一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定（くるみん認定・
トライくるみん認定）を受けることができます。さらに、認定を受けた企業が、より高い水準
の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定（プラチナくるみん認定）を受けることができ
ます。※不妊治療と仕事との両立に係る認定（「プラス認定」）については２５～２８ページ
をご覧ください。

認認定定・・特特例例認認定定をを受受けけるるとと
○認定、特例認定を受けた企業は、子育てサポート企業としてそれぞれ「認定マーク（愛称：く

るみん、トライくるみん）」 、「特例認定マーク（愛称：プラチナくるみん）」を商品、広
告、求人広告などに付け、子育てサポート企業であることをＰＲすることができます。
「プラス」認定によって、不妊治療と仕事との両立サポート企業であることのPRもできます。

○認定・特例認定を受けた企業には、公共調達における加点評価等があります。（３９、４０ペー
ジ参照）

■■一一般般事事業業主主行行動動計計画画

企業が次世代法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立を図るために策定する計画のことです。

行行動動計計画画にに書書くくべべききこことと
○企業は、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労

働者も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって、行動計画に以下の内容を定め
ます。

■■次次世世代代育育成成支支援援対対策策推推進進法法

①計画期間 ②目標 ③目標を達成するための対策の内容と実施時期

行行動動計計画画をを策策定定ししたたらら
○常時雇用する労働者が101人以上の企業には、行動計画を策定・届出とともに、一般への公公表表、

労労働働者者へへのの周周知知が義義務務付けられています。（１００人以下の企業は努力義務）

常時雇用する労働者とは

正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の①または②のいずれかに該当す

る労働者を指します。

①期間の定めなく雇用されている者

②過去１年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から１年以上引き
続き雇用されると見込まれる者（一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用され
る者であってその雇用期間が反復更新されて、事実上①と同等と認められる者）
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■■行動計画策定→実施→くるみん認定・トライくるみん認定
→プラチナくるみん認定の流れ

○行動計画の策定から実施、くるみん認定・トライくるみん認定、プラチナくるみん
認定の流れは、以下の①～⑩のとおりです。

⑧ くるみん認定・トライくるみん認定後の行動計画の期間終了後、都
道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ認定申請
※１７～２２ページ参照

① 自社の現状や労働者のニーズの把握

② ①を踏まえて行動計画を策定

③ 行動計画を公表し、労働者に周知（②からおおむね３か月以内）

④ 行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ
届出（②からおおむね３か月以内）

⑤ 行動計画の実施

⑥ 「計画期間終了後、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ認定申請」

・くるみん認定申請 ※９～１６ページ参照
・トライくるみん認定申請 ※２３～２４ページ参照

（「子育てサポート企業」として認定を申請する場合）

⑦ 「子育てサポート企業」
として認定、マークの付与

くくるるみみんん認認定定！！

⑨ 優良な「子育てサポート企業」として認定
プラチナくるみんマークの付与 ププララチチナナ

くくるるみみんん
認認定定！！

⑩ プラチナくるみん認定企業は、毎年少なくとも１回、次世代育成支
援対策の実施状況を公表 ※２９～３２ページ参照

（さらに高い水準の取組を行い、プラチナくるみん認定を申請する
場合）

※プラチナくるみん認定を受けるためには、事前にくるみん認定
又はトライくるみん認定を受けている必要があります。

トトラライイ
くくるるみみんん認認定定！！

２回目以降
も同様に①
～⑤を実施

プラス認定または特例プラス認定の基準を満たしたら、「プラス」認定の申請をしましょう！

■■行動計画を策定する

○行動計画が企業の実情に即したものとなるように、仕事と子育ての両立にあたって障害
となっている事項や、労働者のニーズを把握しましょう。

○例えば、過去５年程度をさかのぼって、以下のような事項を調べてみましょう。自社の
課題が見えてくるはずです。

・妊娠・出産を機に退職する労働者がどれくらいいるか。
・子育て中の労働者がどれくらいいるか。
・育児休業、子の看護休暇、育児のための柔軟な働き方などの、性別や年齢別の利

用者数はどうなっているか。平均的な利用期間はどのくらいか。休業者が行っ
ていた業務は、どのように処理されているか。

・平均してどのくらいの法定時間外労働をしているか。

○また、労働者のニーズを把握するにあたっては、以下のような項目を調べてみましょう。

・ワーク・ライフ・バランス支援制度の認知度、利用意向
・現在の支援制度に対する満足度
・仕事と子育ての両立で苦労している点
・労働時間の短縮や年次有給休暇の取得への希望
・今後、会社で検討・実施してほしい支援制度 など

ステップ１ 自社の現状や労働者のニーズを把握しましょう

ステップ２ ステップ１を踏まえて行動計画を策定しましょう

○課題に優先順位をつける
ある程度課題が見えてきたら、各課題に優先順位をつけます。雇用環境の改善には一定
の期間を要します。経営層の判断も仰ぎながら、優先順位を決定することも必要となる
でしょう。

○計画期間を決める
計画の期間は、各企業の実情を踏まえて設定しましょう。

○目標を決める
次に、子育て支援のための行動計画として盛り込むのにふさわしい目標を決定します。
現状分析により得られた情報をふまえて、５ページに示した行動計画策定指針の「六 一
般事業主行動計画の内容に関する事項（８５～８８ページ参照）」に掲載されている項目
を参考に、行動計画の目標を設定しましょう。

 目標はいくつでも設定できます。
 目標は可能な限り、定量的な数値目標としましょう。

（例：令和○年までに育児休業取得率を男性○％、女性△％とする）
「制度の導入」を目標とする場合は、関係法令で定めている最低基準を目標とするの

ではなく、それを上回る水準にしましょう。（関係法令で定めている最低基準の制度
導入を目標にしている場合、それを達成していても、認定基準を満たしません。）

○目標を達成するための対策とその実施時期を定めましょう。

○認定を目指すなら
 計画期間終了後にくるみん認定・トライくるみん認定を希望する場合は、９～１５

ページ、２３～２４ページに記載してある認定基準を踏まえて、行動計画を策定して
ください。

 既にくるみん認定・トライくるみん認定を受けた企業で、計画期間終了後に、プラチ
ナくるみん認定を希望する場合は、１７～２１ページに記載してある特例認定基準を
踏まえて、行動計画を策定してください。

 行動計画の内容が認定基準に合致するかどうか等ご不明な点があれば、行動計画策定
時に都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へご相談ください。
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